
川への不法投棄は法律により厳しく処罰されます。
● 河川法（第２９条違反）：３ヶ月以下の懲役、若しくは２０万円以下の罰金（河川法施行令第５９条）

● 廃棄物処理法（第１６条違反）：５年以下の懲役、若しくは１０００万円以下の罰金（第２５条）

大口市街大口市街

曽木の滝曽木の滝

菱刈出張所（湯之尾堰）菱刈出張所（湯之尾堰）

2

1

不法投棄箇所（1つの○は１箇所）

　：一般ゴミ類（一覧表示の黄色）

　：粗大ゴミ類（一覧表示の赤色）

　：産業廃棄物類（一覧表示の緑色）

2 投棄状況
荒田天神橋右岸側川表
小段に、ビニール・ブ
リキ(廃材）等の投棄。

発見箇所
川内川右岸70k800付近

1 投棄状況
江川橋桁下高水敷に、
ごみの投棄(消火器他)。

発見箇所
川内川左岸68k400付近
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発⾒件数(H28年度)
⼀般ごみ類 ：7件
粗⼤ごみ類 ：7件
産業廃棄物：4件
合計　　　   ：18件



川への不法投棄は法律により厳しく処罰されます。
● 河川法（第２９条違反）：３ヶ月以下の懲役、若しくは２０万円以下の罰金（河川法施行令第５９条）

● 廃棄物処理法（第１６条違反）：５年以下の懲役、若しくは１０００万円以下の罰金（第２５条）

不法投棄箇所（1つの○は１箇所）

　：一般ゴミ類（一覧表示の黄色）

　：粗大ゴミ類（一覧表示の赤色）

　：産業廃棄物類（一覧表示の緑色）

1

2

菱刈出張所（湯之尾堰）菱刈出張所（湯之尾堰）

栗野地区栗野地区

吉松地区吉松地区

1 発見状況
永山橋右岸下流川表側
にポリバケツの投棄。

発見場所
川内川右岸93/200付近

2 発見状況
鶴丸橋右岸下流川表小
段ごみの投棄(オムツ,
家庭ゴミなど)。

発見場所
川内川右岸97k400付近
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処分したゴミの量

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８発⾒件数(H28年度)
⼀般ごみ類 ：3件
粗⼤ごみ類 ：7件
産業廃棄物：5件
合計　　　   ：15件



川への不法投棄は法律により厳しく処罰されます。
● 河川法（第２９条違反）：３ヶ月以下の懲役、若しくは２０万円以下の罰金（河川法施行令第５９条）

● 廃棄物処理法（第１６条違反）：５年以下の懲役、若しくは１０００万円以下の罰金（第２５条）

不法投棄箇所（1つの○は１箇所）

　：一般ゴミ類（一覧表示の黄色）

　：粗大ゴミ類（一覧表示の赤色）

　：産業廃棄物類（一覧表示の緑色）

えびのジャンクションえびのジャンクション

加久藤トンネル加久藤トンネル

国道２２１号国道２２１号

京町出張所（真幸堰）京町出張所（真幸堰）

１

２

発見状況
上真幸橋右岸下流の高
水敷に木製柵の投棄。

発見箇所
川内川右岸104/400付近 
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２ 投棄状況
永山橋左岸川表の法面
にごみ(空き缶)の投棄。

発見場所
長江川左岸1k200付近

発⾒件数(H28年度)
⼀般ごみ類 ：6件
粗⼤ごみ類 ：5件
産業廃棄物：7件
合計　　　   ：18件

１


